
人が行っていた既存業務を代替する機器等の導入に
より、人手不足の解消に取り組む事業者を支援します

補助率 1/2以内
補助上限額 100万円(補助下限額 5万円）
補助対象者 新潟市内に本店を有する中小企業、小規模事業者、個人事業主
補助対象事業 人手不足の対応に向け、人が行っていた既存業務を代替する

下記のア～エ（複数選択可）の機器等の導入による省人化
に資する、新潟市内で実施する取り組み
ア．セルフレジ、券売機、自動精算機、キャッシュレス決済システム
イ．業務用ロボット（調理、配膳、食器洗浄、清掃）
ウ．セルフオーダーシステム
エ．上記ア～ウ以外の機器等（既存業務を代替するもの）

補助対象経費 ① 機器導入費 ② ソフトウェア導入費 ③ 工事費

（パソコン・プリンタ等）

補助内容

省人化

郵送受付のみ（令和5年11月30日（木）まで）※消印有効
申請書類（新潟市ホームページから入手）を下記お問い合わせ先に提出

申請方法

補助対象外となる事例
■すでに導入している機器等の入れ替えまたは更新をする取り組み
■既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させる機器を導入する取り組み
■人が行う新規業務を代替する機器等を導入する取り組み
（例:新店舗で使用する機器等、新商品の製造に使用する機器等 など）

スケジュール
申請受付期間 令和5年10月4日（水）から11月30日（木）まで
交 付 決 定 令和6年1月上旬（予算を超える申請があった場合は、抽選により交付決定）
補助対象期間 交付決定日から令和6年6月28日（金）まで



新潟市デジタル技術活用促進補助金
【関連事業】


